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暑さが続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか？暑さ対策を抜かりな

く、元気に夏を乗り切りましょう！！ 

8 月号は松浪コミセンのご利用にあたり、よくあるご質問にお答えします。 

松浪コミセンへの Q ＆ A 

Q： ここはどんな施設ですか？ 

A： 地域の方が楽しく集う施設です。自治会の集会等や

友達同士でなにかしたいね・・・ そんな方に団体

登録をしていただき部屋を貸しています。 
Q：団体登録はどのようにするのですか？ 

A：センターの窓口に用意してある“団体登録申請書”

に必要事項を記入し提出してください。 

Q：利用できる団体とは？ 
A：３人以上で構成したグループで過半数の方が茅ヶ崎

市在住とします。営利目的の団体は登録出来ません。 
Q：松浪コミセンの施設内容は？ 

A：２階にホール（２）、和室（２）、会議室（３）、音楽

室、調理室があります。音楽室にはカラオケセット

もあります。 
Q：団体登録をしなくても利用できますか？ 

A：１階のフリースペースはどなたでも自由に使えます。 
お友達同士、楽しくおしゃべりしたり飲食もできま

すので、どうぞご利用下さい。でもゴミはお持ち帰

り下さいね。また、コミカフェでは美味しいコーヒ

ーや紅茶と手作りのケーキで皆さまのお越しをお

待ちしています。７月１６日からランチ（火、

木、土 限定）を始めました。 
Q：センターには他にどんな施設がありますか？ 

A：小学生までが遊べる“子どもの家・なみっこ” 
があります。その他に“松浪ボランティアセ

ンター”や“地域包括支援センターさざなみ”

なども併設しています。  

Q：施設の利用料は必要ですか？ 
A：各部屋とも無料でご利用いただけます。ただし一部

の備品は有料で貸し出しています。 

Q：利用の申し込みはどの様にす

るのですか？ 
A：ご利用日の１ヶ月前～３日前までの午前１０時～午

後５時までに松浪コミュニティセンターの受付窓口

に用意してある“利用申請メモ”に団体名、登録番

号、申請者のお名前・連絡先、利用目的等を記入し

“施設使用決定書”の発行を受けてください。 

Q：利用できる回数は？ 
A：ご利用出来る回数は月４回までとなります。 

Q：利用時間の区分はどの様になっていますか？      
A：会場の準備と後片付けの時間を含めて 

  午前の部  午前９時～午後１時 
  午後の部  午後１時～午後５時 

  夜間の部   午後５時～午後９時（７月～９月は午

後９時３０分）              

Q：駐車はできますか？ 
A：障害者の方は駐車できます。その際、障害者手帳の 

提示をお願いしています。     
Q：駐輪スペースは？ 

A：決められたスペースに順序良くとめるようお願いし

ています。 

Q：休館日はいつですか？ 
Ａ：毎週月曜日です。月曜日が祭日の

時は火曜日が休館日になります。

年末年始も休館日（１２／２８～

１／４）になります。 

◆花火大会のスケジュール  
茅ヶ崎の花火大会  ８／１（土）  １９：３０～２０：２０ 

江の島の花火大会  ８／１８(火)  １９：００～１９：２０ 

平塚の花火大会    ８／２８（金）１９：００～２０：００ 
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